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平成１４年７月１７日

簡易裁判所の機能の充実について

最高裁判所事務総局

第１ 事物管轄の見直しの視点

簡易裁判所の特徴に応じた見直しの視点

○ 簡易裁判所の果たすべき紛争解決機能

○ アクセス面での簡易裁判所の利便性

簡易裁判所の事物管轄の見直しについては以下のような視点から検討するこ

とが必要である。

まず，簡易裁判所と地方裁判所が果たすべき紛争解決機能の違いという視点

である。すなわち，簡易裁判所と地方裁判所は，ともに第一審の民事訴訟事件

を担当する裁判所であるが，両者はそれぞれ固有の機能を有しており，それに

応じた手続等が定められている。事物管轄の見直しに当たっては，このような

機能の違いを踏まえ，それぞれの裁判所にふさわしい事件はどのようなものか

を検討しなければならない。

特に，その点で大きな意味を持ってくるのが，簡易裁判所の数である。簡易

裁判所は，国民の身近な法的ニーズに応えるという目的を果たすため，全国各

地に置かれている。こうした点に代表されるアクセス面での利便性は簡易裁判

所の大きな特徴である。
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第２ 簡易裁判所と地方裁判所の機能

簡易裁判所 ＝ 少額軽微な事件を簡易迅速に解決する裁判所

○ 国民の利用しやすい裁判所として全国各地に多数設置

○ 裁判官は必ずしも法曹資格を必要としない

○ 簡易な審理手続

地方裁判所 ＝ 幅広い事件を担当する原則的な第一審裁判所

○ 都道府県庁所在地を中心に全国の主要都市に設置

○ 裁判官は法曹有資格者

○ 主張・立証の機会を十分に確保した慎重な審理手続

簡易裁判所は，少額軽微な事件を簡易な手続で迅速に解決する裁判所とし

て設立されたものであり，次のような特徴がある。

第１に，国民の利用しやすい裁判所として全国４３８か所に置かれている。

第２に，簡易裁判所の裁判官は，法曹資格を有する者のみならず，その職

務に必要な学識経験のある者から簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て任

命できる（裁判所法４５条）とされている。

第３に，簡易裁判所にふさわしい簡易な手続で迅速に解決するという観点

から，口頭による訴えの提起（民訴法２７１条）などの民事訴訟手続の特則

が設けられている。

さらに，平成８年の民事訴訟法改正の際，３０万円以下の金銭請求事件に

ついて，当事者が，より簡易な手続でより迅速な解決を求めることができる

ように，原則として一回の期日で審理を終え，直ちに判決を言い渡すことが

できることなどを内容とする少額訴訟手続が導入された。
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地方裁判所は，通常訴訟事件のほか人事訴訟事件，行政訴訟事件，民事執

行事件，破産事件，簡易裁判所の民事事件の判決に対する控訴事件など幅広

い事件を取り扱う原則的な第一審裁判所であり，簡易裁判所との対比で言え

ば，次のような特徴がある。

第１に，地方裁判所本庁は，県庁所在地を中心に５０庁置かれており，そ

れぞれの地方裁判所管内の主な都市に２０３庁の支部が置かれている。

第２に，幅広い事件を担当する原則的な第一審裁判所であることから，裁

判官は，司法修習を終了した法曹有資格者である判事又は判事補で構成され

ている（裁判所法２３条，４２条，４３条）。

第３に，訴訟代理人となるのは原則として弁護士に限られ（民訴法５４条

１項本文），当事者の主張・立証の機会を十分に確保し，慎重な審理を行う

ための手続がとられている。

第３ 簡易裁判所と地方裁判所の機能分担の指標

１ 事物管轄の定め方

裁判所法の定める仕組み

○ 事件の経済的利益（訴額）を基準に事物管轄を決定

○ 少額（≒軽微）な事件は簡易裁判所へ，高額（≒複雑困難）な

事件は地方裁判所へ

裁判所法は，民事訴訟事件の経済的利益（訴額）の大小によって簡易裁判

所と地方裁判所の取り扱う事件を振り分けている（裁判所法２４条１項，３

３条１項１号）。これは，大数観察的にみれば，訴額に比例して事件の内容

の複雑さや困難さが増すという経験則に基づいている。もちろん，少額な事
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件にも複雑困難なものが見られるが，訴額は事物管轄の基準として諸外国で

も採用されており，合理的な基準であるといえる。

ちなみに，訴額に応じて事件の性質がどのように異なるかという観点から，

第一審の民事訴訟事件の審理状況等を見たものが資料１～５である。

まず，訴額別に事件類型をみると（資料１参照），立替金・求償金及び貸

金事件（これらの類型はある程度定型的で内容も単純なものが多い。）が，

３０万円～９０万円では約７６％を占めるのに対し，９０万円を超えると順

次５０％台に，２００万円を超えると４０％台ないし３０％台となり，訴額

が大きくなるにつれて定型的な事件が減少し，その余の事件が増加すること

がわかる。審理の状況をみても，訴額が大きくなるにつれて，弁論実施回数，

証人本人尋問数，対席判決の割合，控訴率はいずれも明らかに増加しており

（資料２～５参照），訴額に応じて，事件の質がかなり異なっていることを

示している。

ところで，平成１３年に簡易裁判所に申し立てられた事件の約９７％は金

銭請求事件であり，その大部分が売買代金，貸金，立替金，求償金という比

較的定型的な事件で占められている。このように定型的な事件が多いことか

ら，簡易な手続で解決することになじむとともに，必ずしも法曹資格は有し

ないが健全な社会常識に富む簡易裁判所判事が簡便にかつ的確に事件を解決

していくことが可能であるといえよう。

これに対し，地方裁判所では，損害賠償，不動産等の複雑な事件が占める

割合が高く，訴額２００万円以下の事件をみても不動産を目的とする事件が

３７％とかなりの割合を占めている（資料１，６参照）。

２ 事物管轄の見直しの手法

事物管轄の見直しの手法

○ 「経済事情の動向」と「訴額を基準とする事件分布」とのズレ

を検証し，必要な修正を行うという手法により検討
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従来，簡易裁判所の事物管轄の見直しを行うについては，基本的に，経済

事情の変動，国民生活の変化に応じて，簡易裁判所と地方裁判所の事件の分

布の動向を検証・分析して，そのズレがある場合には，振り分けの基準とな

る訴額を見直すという手法をとってきた。すなわち，経済事情の変動等があ

るにもかかわらず振り分けの基準となる訴額を固定しておくと，簡易裁判所

に訴えることのできる事件の窓口をせばめ，国民に身近な裁判所で簡易迅速

に紛争を解決するという利便性を損ない，民事司法全体の効率的で適正な運

営を阻害することになるため，これを是正することが不可欠であるとされた

ものである。

このような考え方に基づき，設立当初は５０００円であった簡易裁判所の

事物管轄の上限は，昭和２５年に３万円，昭和２９年に１０万円，昭和４５

年に３０万円，昭和５７年に９０万円と，順次引き上げられてきた。

ちなみに，これらの改正においては，経済動向を示す指標として，国民総

生産，一人当たり国民所得，一般職国家公務員の平均給与月額，勤労者世帯

可処分所得，一人当たり個人消費支出，消費者物価指数などが参考にされた

（資料７参照）。

ところで，従来の改正では，特に物価指数の変動等が顕著な状況の中で，

これらの指数がその前の改正時に比べて２から７倍程度の伸びを示し，これ

に伴い本来簡易裁判所に係属すべき事件が地方裁判所に係属し，地方裁判所

の負担が過重となるなど，裁判所運営上の不均衡が目立つ状況にあった。

簡易裁判所の事物管轄の引上げは，このように簡易裁判所と地方裁判所の

運営上の不均衡が生じているときに，地方裁判所の管轄の事件を簡易裁判所

に移し，簡易裁判所と地方裁判所の機能分担を正常化させるという効果を持

つものである。

ちなみに，これまでの事物管轄見直しの際の簡易裁判所と地方裁判所の事

件比率をみると（資料８参照），昭和２９年改正では地方裁判所の割合が約
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５６％から約４２％に，昭和４５年改正では約６９％から約５２％に，昭和

５７年改正では約６０％から約３９％に減少するなど，簡易裁判所と地方裁

判所間の不均衡が大きく是正された。

３ 簡易裁判所と地方裁判所の現状

現在の状況

○ 経済状況 → 経済指標の上昇率は鈍化

○ 簡易裁判所・地方裁判所間の事件分担割合 → 簡易裁判所の分担

割合の大きさ

現時点において，従来の事物管轄の見直しの際と同様の状況が生じている

のであろうか。

まず，経済指標の状況をみると，現在は，前回の改正が行われた昭和５７

年以降各種経済指標の上昇率は鈍化しており，平成９年以降はむしろ右肩下

がりの状況にある（資料７参照）。

次に，簡易裁判所と地方裁判所の事件比率をみると，簡易裁判所に係属す

る事件が増加した結果，現在の地方裁判所の事件比率は３３．５％となって

いる。この水準は前回の改正直後より少ない状況にある（資料８参照）。ま

た，地方裁判所の審理状況をみると，平成３年に１２．２月であった平均審

理期間が，平成１３年には８．５月に短縮するなど，総じて順調な状況にあ

る（資料１１参照）。

他方，簡易裁判所においては，民事訴訟事件の増加に加え，民事調停事件

等も急増し，これまでになく繁忙な状況となっている（資料１２参照）。簡

易裁判所の裁判官をはじめとする職員の工夫により，事件は概ね順調に処理

されていることから，現在の事件比率は概ね適正な範囲内にあるということ
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ができよう。

このような状況からすると，現在の９０万円を基準とする事物管轄の定め

は，簡易迅速に処理するにふさわしい少額軽微な事件を選別する基準として

概ね有効に機能していると考えられる。むしろ，事物管轄の引上げにより簡

易裁判所へシフトすると予測される事件数は資料１３のとおりである。上記

２において述べたような９０万円を超える事件の質を考慮すれば，事物管轄

の引上げにより，地方裁判所での審理にふさわしい事件が簡易裁判所に係属

することになり，簡易裁判所の負担が著しく高まり，かえって簡易裁判所の

長所が損なわれる可能性がある。

第４ 国民の簡易裁判所へのアクセス

○ 国民のニーズに基づき，簡易裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の

全般的機能の在り方といった広い観点からの検討が必要

国民の簡易裁判所へのアクセスという観点からは，簡便な手続，方法によ

る解決のニーズが高いにもかかわらず，現在の仕組に簡易裁判所の利用を妨

げている点はないのかという面からの検討も必要である。

これまでの事物管轄の改正前後における第一審全体に占める簡易裁判所に

申立て可能な事件の割合を見たものが資料１４である。事物管轄の上限が３

０万円に引き上げられた昭和４５年当時には，１０万円以下の事件は第一審

全体の３４％，３０万円以下の事件は５７％であった。現在の事物管轄の上

限に改正された昭和５７年前後には，３０万円以下の事件が４３％まで低下

し，９０万円以下の事件は６５％であった。ところが，現在は，９０万円以

下の事件が第一審全体の６３％を占めており，これによれば，現時点におい

て第一審全体の事件のうち簡易裁判所に申し立て可能な事件の占める割合は，
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従来の改正後の状況とほぼ同様であり，また，国民の抱える紛争のうち６割

は簡易裁判所に申し立てが可能な状況にあることになる。その意味で，この

面でのアクセスの水準の低下は見られないといってよい。

また，少額訴訟手続は，平成１０年に導入されて以来大幅に利用者が増加

し，平成１３年には約１万４０００件に上っているが，司法制度改革審議会

意見では，３０万円以下の金銭請求事件という「少額訴訟手続の訴額の上限

を大幅に引き上げるべきである。」とされている。現在，具体的な見直し額

は，法制審議会において検討が進められているが，これにより，金銭請求事

件についての簡便な手続，方法による解決のニーズに応えていくことができ

よう。

さらに，国民に身近な裁判所としての簡易裁判所の機能を充実させるとい

う観点からは，このような訴額を基準としたアクセスの面だけではなく，国

民の身近に生ずる事件であって簡易裁判所が担うにふさわしいものがあるか

という国民ニーズに基づいて，簡易裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の全般

的機能の在り方といった広い観点からの検討も必要ではないかと思われる。

第５ 結語

簡易裁判所は，国民に身近な少額軽微な事件を簡易な手続で迅速に解決する

裁判所として創設されたが，裁判所としては，今後とも，このような機能を活

かし，国民にとって一層利用しやすいものとするための制度上の工夫を期待す

るとともに，運用上の工夫を重ねてまいりたい。

司法制度改革審議会意見では，「簡易裁判所の事物管轄について，経済指標

の動向等を考慮し，訴額の上限を引き上げるべきである。」とされているが，

簡易裁判所の機能と実情に見合った引上げ額を検討されるとともに，当検討会

における簡易裁判所の機能の充実の検討にあたっては，国民にとって利用しや

すい裁判所とするため，簡易裁判所がどのような役割を担うべきか，幅広い視

点からの検討がなされることを期待している。






























